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中
井
竹
山
『
詩
律
兆
』
考 

―
そ
の
歷
史
的
意
義
を
中
心
に

劉
　
欣
佳

は
じ
め
に

　
山
井
鼎
（
一
六
九
〇
～
一
七
二
八
、
字
君
彜
、
號
崑
崙
）
の
『
七
經
孟
子
攷
文
』
一

九
九
卷
（
享
保
十
六
年
〔
一
七
三
一
〕
刊
）
が
『
四
庫
全
書
』（
一
七
九
二
年
完
成
）
に

著
錄
さ
れ
、
市
河
寬
齋
（
一
七
四
九
～
一
八
二
〇
、
名
世
寧
、
字
子
靜
）
の
『
全
唐
詩

逸
』
三
卷
（
文
化
元
年
〔
一
八
〇
四
〕
刊
）
が
鮑
廷
博
の
『
知
不
足
齋
叢
書
』（
衟
光

三
年
〔
一
八
二
三
〕
刊
）
に
編
錄
さ
れ
た
事
實
に
象
徵
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
漢
學

の
水
準
は
江
戶
時
代
の
中
葉
以
降
、
淸
朝
の
學
者
に
刮
目
さ
れ
る
ま
で
の
高
み
に

す
で
に
達
し
て
い
た
。

　
懷
德
堂
第
四
代
學
主
、
中
井
竹
山
（
一
七
三
〇
～
一
八
〇
四
、
名
積
善
、
字
子
慶
）

の
『
詩
律
兆
』
十
一
卷
（
安
永
五
年
〔
一
七
七
六
〕
刊
）
は
、
淸
朝
の
學
者
に
知
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
『
詩
律
兆
』
に
匹
敵
す
る

規
模
、
な
ら
び
に
類
似
の
形
式
と
內
容
を
も
つ
聲
律
關
連
の
書
が
中
國
で
初
め
て

刊
行
さ
れ
た
の
は
、
淸
末
同
治
三
年
（
一
八
六
四
）
の
こ
と
（
董
文
渙
『
聲
調
四
譜

圖
說
』
十
四
卷
）
で
、『
詩
律
兆
』
の
刊
行
か
ら
さ
ら
に
約
九
十
年
間
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、『
詩
律
兆
』
は
ど
ん
な
に
遲
く
と
も
民
國
時
代
に

は
中
國
に
も
傳
え
ら
れ
、
中
國
學
者
の
關
連
著
述
に
も
多
大
な
影
响
を
與
え
て
い

る
（
後
述
）。

　
よ
っ
て
、
筆
者
は
『
詩
律
兆
』
も
前
揭
の
二
書
と
同
樣
に
江
戶
詩
學
の
水
準
の

高
さ
を
今
日
に
傳
え
る
重
要
な
專
著
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
少
な
く
と
も
、
日
本

に
お
け
る
漢
詩
聲
律
學
、
ひ
い
て
は
漢
詩
創
作
が
、
受
動
か
ら
能
動
へ
と
大
き
く

轉
ず
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
書
で
あ
り
、
そ
の
指
標
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

先
行
硏
究
は
極
め
て
少
な
く
、
本
書
の
歷
史
的
意
義
を
說
く
も
の
は
、
管
見
の
限

り
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
二
つ
の
視
點
か
ら
、『
詩
律
兆
』
の
歷
史
的

意
義
を
析
出
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
が
從
來
の
諸
說
を
如
何
に
總
括
し
、
如
何

な
る
新
生
面
を
加
え
た
の
か
、
と
い
う
視
點
と
、
本
書
が
同
時
代
お
よ
び
後
世
に

如
何
な
る
影
响
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
視
點
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
詩
律
兆
』

に
よ
っ
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
聲
律
學
上
の
指
摘
が
果
た
し
て
㊜
切
で
あ
っ
た
の

か
否
か
に
つ
い
て
も
、
今
日
の
學
術
的
成
果
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
。

一
、『
詩
律
兆
』
の
構
成
と
編
纂
目
的

　『
詩
律
兆
』
十
一
卷
は
近
體
詩
の
聲
律
を
專
ら
の
對
象
と
し
た
書
で
、
安
永
五

年
（
一
七
七
六
）
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
書
の
自
序
に
は
寶
曆
八
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年
（
一
七
五
八
）
の
落
款
が
記
さ
れ
て
お
り
、
假
に
こ
の
序
が
初
稿
完
成
時
に
記

さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
初
版
刊
行
ま
で
の
約
二
十
年
の
長
き
に
亘
っ
て
、
竹
山

が
繰
り
﨤
し
修
訂
を
加
え
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る（

（
（

。

　
本
書
の
內
容
は
、
ま
ず
卷
頭
に
寶
曆
八
年
（
一
七
五
八
）
三
⺼
の
中
井
竹
山
自

序
、
つ
い
で
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
記
入
の
「
凡
例
十
六
則
」、
安
永
元
年
（
一

七
七
二
）
冬
の
識
語
が
揭
げ
ら
れ
、
そ
の
後
に
目
錄
、
そ
し
て
本
編
と
な
る
。
本

編
は
卷
一
か
ら
卷
九
ま
で
が
、
五
律
、
七
律
、
七
絕
の
近
體
三
詩
型
に
つ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
三
卷
ず
つ
を
割
い
て
「
圖
說
」
を
揭
載
す
る
。
卷
十
は
「
餘
考
」
と
題
し
、

中
國
歷
代
の
詩
話
・
詩
評
等
に
言
及
し
つ
つ
、「
體
格
」「
八
病
之
非
」「
拗
體
」

等
、
聲
律
の
諸
問
題
に
分
析
・
批
評
を
加
え
る
。
卷
十
一
は
「
附
錄
」
と
標
し
、

竹
山
自
身
の
關
連
の
論
五
則
と
書
簡
三
則
を
載
せ
る
。

　
本
書
の
中
核
を
な
す
前
の
九
卷
は
、
平
仄
の
「
圖
說
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

い
ず
れ
も
正
格
と
偏
格
に
分
類
さ
れ
、
詩
の
一
聯
（
絕
句
で
は
二
句
）
を
單
位
と

し
て
扱
い
、「
起
句
」「
前
聯
」「
後
聯
」「
結
句
」（
そ
れ
ぞ
れ
「
首
聯
」「
頷
聯
」「
頸

聯
」「
尾
聯
」
に
相
當
す
る
。
絕
句
で
は
前
半
を
「
起
聯
」、
後
半
を
「
結
聯
」
と
呼
ぶ
）

に
現
れ
る
多
種
多
樣
な
平
仄
式
に
つ
い
て
、
用
例
と
と
も
に
解
說
を
加
え
て
い
る
。

　
上
の
書
影
に
卽
し
て
說
明
す
れ
ば
、
天
頭
の
欄
外
に
示
さ
れ
た
數
字
は
、
平
仄

式
ご
と
に
附
さ
れ
た
整
理
番
號
、
本
文
で
は
二
重
の
界
線
に
よ
っ
て
他
と
混
同
し

な
い
よ
う
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る
。
各
平
仄
式
は
、
ま
ず
聯
の
位
置
（
起
句
、

前
聯
、
後
聯
、
結
句
の
別
）
を
明
示
し
た
上
で
、
右
上
に
平
仄
の
配
列
を
圖
示
し
、

そ
の
左
側
に
關
連
の
解
說
を
添
え
、
そ
の
他
の
ス
ペ
ー
ス
に
唐
宋
明
三
代
の
詩
例

と
そ
の
詩
人
名
を
揭
げ
る
、
と
い
う
統
一
書
式
で
あ
る
。
解
說
部
分
に
は
主
に
當

該
平
仄
式
の
使
用
頻
度
と
許
容
範
圍
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
各
平
仄
式
の
許
容
範
圍
は
、
す
べ
て
竹
山
の
統
計
調
査
に
基
づ
き
判
斷
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
許
容
さ
れ
る
平
仄
式
は
、
少
な
く
と
も
數
十
首
の
實
例
に
よ
っ
て

【
書
影
】『
詩
律
兆
』
卷
五
「
七
言
律
詩
中
」
偏
格
「
起
句
」
の
部
分



日
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中
國
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報
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七
十
六
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二
三
四

裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
例
句
の
數
は
五
言
句
十
例
、
七
言
句

七
例
ま
で
に
限
定
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　
例
句
の
出
典
や
統
計
分
析
の
對
象
と
し
た
文
獻
の
書
名
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い

點
は
、
今
日
の
我
々
か
ら
見
る
と
、
信
憑
性
に
不
安
を
抱
か
せ
る
マ
イ
ナ
ス
の
要

素
に
な
る
が
、
凡
例
（
第
十
五
則
）
に
あ
る
竹
山
の
言
葉
を
信
じ
れ
ば
、
分
析
統

計
の
對
象
と
な
っ
た
漢
詩
は
數
萬
首
に
上
る
と
い
う
。
本
書
を
通
覽
す
る
と
、

明
・
高
棅
の
『
唐
詩
品
彙
』
が
引
用
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る（

（
（

こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く

竹
山
は
『
唐
詩
品
彙
』
を
最
大
限
利
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。『
唐
詩
品
彙
』
は

百
卷
か
ら
成
り
、
所
收
の
五
七
言
近
體
詩
の
總
數
は
三
六
九
八
首（

（
（

に
上
る
。
唐
詩

に
つ
い
て
は
、
淸
康
熙
帝
勅
撰
の
『
全
唐
詩
』
九
百
卷
（
康
熙
四
十
五
年
〔
一
七
〇

六
〕
完
成
）
が
成
書
後
す
で
に
半
世
紀
近
く
經
過
し
て
い
る
の
で
、
時
期
的
に
は

利
用
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
お
そ
ら
く
竹
山
の
當
時
に
あ
っ
て
は
な
お
稀
覯

書
で
あ
っ
た
た
め
、
利
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
通
り
、
二
十
歲

ほ
ど
年
下
の
市
河
寬
齋
が
『
全
唐
詩
逸
』
を
編
ん
で
い
る
が
、
彼
は
一
時
、
昌
平

黌
の
啓
事
役
（
塾
頭
）
を
勤
め
て
い
た
の
で
、
そ
の
藏
書
を
利
用
で
き
る
特
別
な

立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
編
纂
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

。

　『
詩
律
兆
』
の
編
纂
動
機
に
つ
い
て
、
矢
羽
野
芳
枝
氏
は
主
に
蘐
園
學
派
へ
の

批
判
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。
確
か
に
竹
山
が
活
躍
し
た
江
戶
中
期
、
詩
壇
に

お
い
て
も
っ
と
も
大
き
な
求
心
力
を
誇
っ
て
い
た
の
は
蘐
園
學
派
で
あ
っ
た
。
か

つ
ま
た
、
彼
ら
の
詩
作
が
「
格
調
」
を
强
調
す
る
餘
り
、
聲
律
的
に
大
き
な
問
題

を
抱
え
て
い
た
こ
と
も
事
實
で
あ
り
、
學
派
內
部
の
人
、
太
宰
春
臺
で
す
ら
そ
れ

を
嚴
し
く
批
判
し
て
い
る（

（
（

。
よ
っ
て
、
竹
山
の
念
頭
に
ま
ず
蘐
園
學
派
の
詩
作
に

對
す
る
批
判
が
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
は
、
む
ろ
ん
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、

本
書
が
結
論
と
し
て
導
き
出
し
た
諸
說
は
、
特
定
の
學
派
に
向
け
た
個
別
攻
擊
と

い
う
域
を
遙
か
に
超
え
る
普
遍
性
を
具
備
し
て
お
り
、
矢
羽
野
氏
の
指
摘
は
本
書

の
動
機
や
目
的
を
や
や
矮
小
化
し
過
ぎ
た
憾
み
無
し
と
し
な
い
。
竹
山
の
自
序
を

率
直
に
讀
む
限
り
、
彼
は
當
時
の
日
本
漢
詩
壇
全
體
に
お
け
る
聲
律
認
識
の
低
さ

を
問
題
視
し
、
改
め
て
嚴
密
な
聲
律
體
系
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
企
圖
し
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
竹
山
の
自
序
に
以
下
の
よ
う
な
條
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け

て
い
る
。

　
蓋
今
之
言
詩
法
、
不
出
於
二
四
異
二
六
同
等
之
數
項
。
噫
嘻
亦
踈
矣
。
意

是
法
或
者
蔬
筍
餘
習
、
當
初
詩
家
、
習
而
弗
察
、
藉
以
率
初
學
。
苟
簡
之
徑

一
啓
、
天
下
爭
而
趨
焉
。

　
蓋
し
今
の
詩
法
を
言
ふ
は
、
二
四
の
異
・
二
六
の
同
等
の
數
項
よ
り
出
で

ず
。
あ
あ
亦
た
踈
な
る
か
な
。
意
ふ
に
是
の
法
　

或
ひ
は
蔬
筍
の
餘
習
に
し

て
、
當
初
の
詩
家
、
習
ひ
て
察
せ
ず
、
藉
り
て
以
て
初
學
を
率
ゐ
る
。
苟
簡

の
徑
　

一
た
び
啓
き
て
、
天
下
　

爭
つ
て
趨
く（

（
（

。

　
竹
山
の
當
時
、
詩
の
聲
律
と
い
え
ば
、「
二
四
不
同
・
二
六
對
」
等
ご
く
僅
か

し
か
存
在
し
て
お
ら
ず
、
甚
だ
粗
略
で
あ
る
と
竹
山
は
慨
嘆
す
る
。
そ
し
て
、
も

と
も
と
五
山
禪
林
で
通
行
し
て
い
た
も
の
が
、
江
戶
に
入
っ
て
か
ら
も
、
き
ち
ん

と
吟
味
す
る
こ
と
な
く
流
用
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
簡
便

さ
ゆ
え
に
む
し
ろ
廣
く
普
及
し
た
、
と
說
く
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
雖
㊒
先
輩
頗
遵
正
律
、
以
自
標
榜
焉
者
乎
、
孤
絕
自
守
、
物
而
未
化
。
或

就
原
法
、
是
正
一
二
、
以
資
誘
掖
者
、
因
仍
自
畫
、
淘
汰
之
功
不
力
、
俱
未

足
令
後
進
痛
省
勈
改
、
無
囘
翔
於
故
習
。

　
先
輩
の
頗
る
正
律
に
遵し

た
が

ひ
、
以
て
自
ら
焉こ
れ

を
標
榜
す
る
者
㊒
り
と
雖
も
、

孤
絕
に
し
て
自
ら
守
り
、
物
に
し
て
未
だ
化
せ
ず
。
或
ひ
は
原
法
に
就
き
て
、

一
二
を
是
正
し
、
以
て
誘
掖
に
資
す
る
者
あ
る
も
、
因
り
仍
り
て
自
ら
畫
し
、

淘
汰
の
功
に
は
力つ

と

め
ず
。
俱
に
未
だ
後
進
を
し
て
痛
省
勈
改
し
、
故
習
に
囘

翔
す
る
こ
と
無
か
ら
し
む
る
に
足
ら
ざ
る
な
り（

（
（

。
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先
輩
詩
人
で
聲
律
の
標
準
型
を
嚴
格
に
遵
守
し
、
そ
の
こ
と
を
自
ら
廣
言
す
る

人
が
い
て
も
、
そ
れ
は
自
分
だ
け
で
か
た
く
な
に
守
る
だ
け
で
人
を
そ
う
さ
せ
よ

う
と
は
し
な
い
。
あ
る
い
は
從
來
の
方
法
に
わ
ず
か
な
修
正
を
加
え
て
人
に
勸
め

る
く
ら
い
で
、
そ
れ
ほ
ど
人
を
正
そ
う
と
は
し
な
い
。
ど
ち
ら
も
後
進
の
者
に
猛

省
を
促
し
、
昔
か
ら
の
や
り
方
を
踏
襲
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
ま
で
に
は
至
ら
な

い
、
と
總
括
し
て
い
る
。

　
彼
は
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
對
し
て
、「
釐
成
是
編
、
以
揭
正
路
、
而
截
邪
徑

（
釐を
さ

め
て
是
の
編
を
成
し
、
以
て
正
路
を
揭
げ
て
、
邪
徑
を
截た

つ（
（1
（

）」
と
述
べ
、『
詩
律

兆
』
を
通
じ
て
、
正
し
い
聲
律
の
體
系
を
揭
げ
、
簡
略
に
過
ぎ
る
從
來
の
作
詩
法

や
不
㊜
切
な
謬
說
を
正
し
廢
除
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
新
た
な
る
聲
律
論
の
再
構

築
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

二
、『
詩
律
兆
』
に
お
け
る
江
戶
前
期
諸
說
の
批
判
と
總
括

　
江
戶
前
期
に
お
け
る
漢
詩
聲
律
の
說
は
、
儒
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
多
數
の

漢
詩
作
法
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
作
法
書
の
大
部
分
は
、「
二
四
不

同
・
二
六
對
」、「
下
三
連
」
と
「
挾
み
平
」
等
、
江
戶
時
代
以
前
に
成
立
し
た
聲

律
の
說
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
幾
つ
か
の
規
則
條
目
を
加
え
た
形
式
を
採

っ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
四
仄
一
平
」
と
い
う
條
目
が
廣
く
普
及
し
、
頻
繁
に
引

用
さ
れ
て
い
た
。

　『
詩
律
兆
』
は
、
當
時
普
及
し
て
い
た
聲
律
の
各
說
に
對
し
、
批
判
的
な
視
點

を
提
供
し
、
そ
れ
ら
の
說
の
限
界
を
明
確
に
し
て
い
る
。
以
下
、
當
時
廣
く
流
布

し
て
い
た
四
つ
の
聲
律
說
を
採
り
上
げ
、
竹
山
が
そ
れ
ら
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な

批
判
を
展
開
し
た
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。

二
―
一
　
二
四
不
同
・
二
六
對
　
覺
鑁
（
一
〇
九
五
～
一
一
四
四
）
の
『
般
若
心
經

祕
鍵
略
註
』
に
は
、
既
に
「
二
六
不
對
之
失
」、「
二
四
同
聲
失
」
が
同
じ
文
脈
に

あ
る
こ
と（

（1
（

か
ら
、「
二
四
不
同
・
二
六
對
」
と
い
う
聲
律
說
（
口
訣
）
は
、
平
安

時
代
に
は
す
で
に
成
立
し
、
二
・
四
・
六
字
の
平
仄
配
置
の
鐵
則
と
し
て
定
着
し

て
い
た
。
こ
れ
に
對
し
中
國
で
は
「
一
三
五
不
論
、
二
四
六
分
明
」
と
い
う
類
似

し
た
呼
稱
が
あ
る
が
、
そ
の
初
出
は
明
代
の
『
篇
韻
貫
珠
集
』
で
あ
る
と
さ
れ（

（1
（

、

日
本
よ
り
成
立
が
遲
い
。

　「
二
四
不
同
・
二
六
對
」
の
說
は
、
專
ら
二
・
四
・
六
字
の
平
仄
配
置
を
規
定

す
る
ば
か
り
で
、
一
・
三
・
五
字
の
配
置
に
つ
い
て
は
全
く
觸
れ
て
い
な
い
。
こ

の
點
に
お
い
て
、
近
體
詩
聲
律
に
お
け
る
重
要
な
要
素
「
拗
救
」
の
存
在
を
無
視

す
る
と
い
う
大
き
な
缺
陷
を
內
包
し
て
い
る
。

　『
詩
律
兆
』
で
は
、
こ
の
說
に
合
わ
な
い
拗
句
の
詩
例
を
擧
げ
つ
つ
、
こ
の
說

に
據
り
か
か
る
だ
け
で
は
近
體
詩
の
全
て
の
形
式
を
包
括
で
き
な
い
と
い
う
限
界

を
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。
さ
ら
に
は
、
こ
の
說
の
普
及
が
社
會
に
も
た
ら
し
た
弊
害
に

も
言
及
し
て
い
る
。
作
詩
に
志
す
人
々
が
幼
少
期
か
ら
こ
の
說
に
馴
染
ん
だ
結
果
、

粗
略
な
說
だ
け
を
盲
信
し
、
よ
り
嚴
密
な
聲
律
へ
の
關
心
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
、

と
說
い
て
い
る（

（1
（

。

二
―
二
　
下
三
連
　
淸
朝
な
ら
び
に
現
代
中
國
の
聲
律
硏
究
で
は
、「
下
三
平
」

は
近
體
詩
に
お
い
て
用
例
が
少
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
近
體
と
古
體
と
を
分
け
る

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
見
な
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
そ
の
一
方
、「
下
三
仄
」
は
近
體
で
は

問
題
視
さ
れ
な
い
。
他
方
、
日
本
で
は
、
三
平
と
三
仄
の
二
つ
を
合
わ
せ
た
「
下

三
連
」
の
說
が
、
遲
く
と
も
平
安
中
期
に
は
す
で
に
成
立
し
て
お
り（

（1
（

、
長
き
に
亘

っ
て
、「
下
三
平
」
と
「
下
三
仄
」
の
區
別
が
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
江
戶
時
代
に
な
る
と
、
聲
律
に
特
別
な
㊟
意
を
拂
っ
た
新
井
白
石（

（1
（

が
現
れ
た
が
、

彼
は
唐
金
梅
所
に
宛
て
た
書
簡
で
、「
下
三
仄
」
の
詩
句
を
拗
句
と
見
な
し
て
い

る（
（1
（

。
一
方
で
、
貝
原
益
軒
は
「
下
三
平
」
を
許
容
す
る
議
論
を
展
開
し（

（1
（

、
荻
生
徂

徠
や
服
部
南
郭
の
詩
に
は
、「
下
三
平
」
を
犯
し
た
實
例
が
少
な
く
な
い（

（2
（

。
こ
れ
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ら
を
總
合
す
る
と
、
江
戶
中
期
ま
で
「
下
三
連
」
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
人
に
よ

っ
て
理
解
が
異
な
り
、
詩
壇
に
お
け
る
共
通
認
識
が
圖
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
太
宰
春
臺
は
そ
の
著
『
斥
非
』
に
お
い
て
、
初
め
て
「
下
三
平
」
と
「
下
三

仄
」
の
許
容
程
度
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
、
唐
詩
に
現
れ
る
少
數
の
「
下
三
平
」
は
や

む
を
得
な
い
措
置
で
あ
る
と
し
、
一
方
で
「
下
三
仄
」
の
用
例
は
枚
擧
に
暇
が
な

い
と
述
べ
て
い
る（

（2
（

。
た
だ
し
、
彼
は
「
下
三
仄
」
の
具
體
的
な
使
用
規
則
に
は
言

及
し
て
い
な
い
。

　
竹
山
は
『
詩
律
兆
』
に
お
い
て
、「
下
三
平
」
は
禁
忌
で
あ
る
が
、「
下
三
仄
」

は
禁
忌
で
は
な
い
と
し
、「
下
三
仄
」
の
使
用
法
に
つ
い
て
も
詳
細
な
檢
討
を
加

え
て
い
る
。
卷
十
一
「
論
三
」
で
は
、「
下
三
仄
」
の
具
體
的
な
許
容
範
圍
と
し

て
、
五
言
詩
で
は
ど
の
句
で
も
使
用
可
能
だ
が
、
七
言
詩
で
は
初
句
で
は
使
用
す

べ
き
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
下
三
仄
」
を
使
用
す
る
句
の
㊟
意

點
と
し
て
、
五
言
詩
な
ら
ば
第
一
字
、
七
言
詩
な
ら
ば
第
三
字
は
平
を
使
用
す
べ

き
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る（

（2
（

。

　
中
國
の
聲
律
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
點
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
淸
・
趙
執
信
の

『
聲
調
譜
』
や
近
人
王
力
の
『
漢
語
詩
律
學
』
で
は
、
五
言
詩
の
第
一
字
と
七
言

詩
の
第
三
字
に
仄
を
用
い
た
「
仄
平
仄
仄
仄
」、「
兩
仄
仄
平
仄
仄
仄
」
句
式
を

「
落
調
」
と
呼
び
、
近
體
詩
で
は
使
用
を
避
け
る
べ
き
と
見
な
し
て
い
る（

（2
（

。『
聲
調

四
譜
圖
說
』
で
は
、
こ
の
形
式
が
一
定
程
度
許
容
さ
れ
る
も
の
の
、「
拗
極
（
拗

の
極
ま
り
）」
と
呼
び
、
最
も
愼
重
に
用
い
る
べ
き
だ
と
述
べ
、
消
極
的
な
姿
勢
を

示
し
て
い
る（

（2
（

。
こ
れ
ら
中
國
の
見
解
は
、
竹
山
の
結
論
と
一
致
す
る
。

　
た
だ
し
、
竹
山
の
分
析
は
こ
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
。『
詩
律
兆
』

で
は
前
九
卷
の
圖
說
部
分
に
お
い
て
、
中
國
の
聲
律
論
よ
り
も
さ
ら
に
嚴
密
に

個
々
の
檢
討
を
行
い
、「
仄
平
仄
仄
仄
」、「
兩
仄
仄
平
仄
仄
仄
」
形
式
の
使
用
限

界
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。

　
竹
山
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「
仄
平
仄
仄
仄
」
は
、
五
言
律
詩
に
お
い
て
は
、
首

聯
、
頷
聯
、
尾
聯
で
の
使
用
が
一
定
數
見
ら
れ
る
。
特
に
杜
甫
の
作
品
で
は
、
尾

聯
に
お
い
て
こ
の
形
式
を
頻
繁
に
用
い
、
首
聯
で
も
六
例
が
確
認
さ
れ
る
。
對
照

的
に
、
頸
聯
で
の
使
用
例
は
最
も
少
な
い
、
と
さ
れ
る（

（2
（

。「
兩
仄
仄
平
仄
仄
仄
」

は
、
七
言
律
詩
で
は
、
首
聯
で
の
使
用
は
も
と
よ
り
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
頷
聯

と
頸
聯
で
の
使
用
は
極
め
て
稀
で
あ
る
が
、
尾
聯
で
の
使
用
は
他
の
箇
所
よ
り
も

多
く
、
竹
山
は
こ
の
傾
向
を
踏
ま
え
て
「
抑
六
仄
一
平
、
孰
知
其
自
成
律
耶
（
抑

そ
も
六
仄
一
平
、
孰
か
其
の
自
ら
律
を
成
す
を
知
ら
ん
や
）」
と
述
べ
て
い
る（

（2
（

。
こ
の
形

式
の
使
用
を
推
奬
し
て
は
い
な
い
が
、
五
言
律
詩
の
首
聯
、
頷
聯
、
尾
聯
、
七
言

律
詩
の
尾
聯
に
お
け
る
使
用
が
他
の
聯
よ
り
多
い
と
い
う
傾
向
を
明
確
に
し
て
い

る
。

二
―
三
　
挾
み
平
　
　
挾
み
平
（
挾
聲
）
は
、
偏
格
不
入
韻
句
の
最
後
に
用
い
ら

れ
る
「
仄
平
仄
」
の
形
式
を
指
す
。「
挾
み
平
」
と
い
う
言
い
方
は
、
室
町
後
期

の
五
山
僧
の
日
記
に
す
で
に
見
ら
れ（

（2
（

、
江
戶
時
代
の
漢
詩
作
法
書
に
も
廣
く
採
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
王
力
の
『
漢
語
詩
律
學
』
で
は
、
こ
れ
を
「
子
類
特
殊
形
式
」
と
呼
ん
で
お
り
、

一
般
的
な
平
仄
形
式
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
五
言
詩
の
第
一
字
と
七
言
詩
の
第

三
字
は
平
字
を
用
い
る
べ
き
原
則
が
强
調
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
し
か
し
、
こ
の
原
則
は

江
戶
時
代
の
漢
詩
作
法
書
で
は
殆
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　『
詩
律
兆
』
で
は
、
從
來
の
說
の
不
備
を
批
判
し
た
上
で
、
挾
み
平
を
用
い
る

場
合
、
五
言
詩
で
は
第
一
字
、
七
言
詩
で
は
第
三
字
に
平
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
原
則
を
立
て
、
特
に
七
言
詩
に
お
い
て
こ
の
原
則
が
よ
り
嚴
格
に

運
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
强
調
し
て
い
る（

（2
（

。

二
―
四
　
四
仄
一
平
　
　
江
戶
初
期
の
石
川
丈
山
を
始
め
、
多
く
の
漢
詩
作
法
書

で
「
四
仄
一
平
、
四
平
一
仄
」
と
い
う
規
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。
こ
の
規
則
は
、



中
井
竹
山
『
詩
律
兆
』
考

二
三
七

五
言
句
の
中
で
四
つ
の
平
と
一
つ
の
仄
、
も
し
く
は
四
つ
の
仄
と
一
つ
の
平
の
配

置
を
避
け
る
よ
う
說
く
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
說
は
中
國
の
聲
律
論
に
お
い
て
は
根
據
が
見
當
た
ら
な
い
。
淸

朝
の
聲
律
學
に
お
い
て
は
、
樣
々
な
變
化
を
伴
う
拗
救
が
聲
律
論
の
重
要
な
論
點

を
占
め
て
お
り
、「
四
仄
一
平
」
を
犯
し
た
句
で
あ
っ
て
も
、
拗
救
の
可
能
な
範

圍
內
で
あ
れ
ば
使
用
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
仄
仄
仄
平
仄
」
と
「
平
平

平
仄
平
」
の
二
形
式
が
拗
救
の
一
般
的
な
形
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
淸
朝
の

『
聲
調
譜
』、『
聲
調
四
譜
圖
說
』
と
王
力
の
『
漢
語
詩
律
學
』
に
何
れ
も
記
載
さ

れ
て
い
る（

（3
（

。
從
っ
て
、
日
本
の
「
四
仄
一
平
」
の
說
は
そ
も
そ
も
謬
說
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。

　『
詩
律
兆
』
卷
十
一
の
「
論
三
」
に
、「
四
仄
一
平
」
の
說
は
あ
く
ま
で
聲
病
を

避
け
る
た
め
の
、
初
學
者
向
け
の
便
法
に
過
ぎ
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
四
仄
一
平
」
を
犯
し
て
も
拗
救
を
用
い
る
詩
が
中
國
古
代
に
は
許
多
見
ら
れ
、

こ
れ
を
「
詩
家
拗
換
之
常
（
詩
家
拗
換
の
常
）」
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
る（

（3
（

。

　
竹
山
は
本
稿
で
採
り
上
げ
た
四
つ
の
說
の
ほ
か
に
、「
履
仄
」、「
同
♫
」
等
、

日
本
に
お
け
る
傳
統
的
聲
律
說
の
主
要
な
も
の
を
「
五
格
」「
三
病
」
と
總
括
し
、

何
れ
も
が
不
十
分
な
說
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
竹
山
に
よ
る
批
判
と
分
析
は
、

本
稿
第
一
節
で
も
記
し
た
通
り
、
た
だ
單
に
特
定
の
學
派
へ
の
批
判
に
留
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
普
遍
性
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
點
は
、
淸
朝
や
現
代

中
國
の
聲
律
論
と
合
致
す
る
と
い
う
事
實
に
よ
っ
て
も
證
明
さ
れ
る
。『
詩
律
兆
』

に
お
け
る
從
來
の
聲
律
說
に
對
す
る
批
判
は
、
當
時
の
漢
詩
聲
律
學
に
お
け
る
一

般
的
理
解
を
遙
か
に
超
え
て
深
い
洞
察
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
舊

說
俗
說
に
左
右
さ
れ
な
い
、
日
本
の
漢
詩
聲
律
學
の
新
た
な
る
方
向
性
を
示
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。

三
、�『
詩
律
兆
』
の
新
し
い
論
點
と
そ
の
確
度�

―
中
國
聲
律
學
說
と
の
比
較
を
通
じ
て
―

　『
詩
律
兆
』
は
、
從
來
の
聲
律
說
へ
の
批
判
の
み
な
ら
ず
、
日
本
で
は
殆
ど
觸

れ
ら
れ
て
來
な
か
っ
た
聲
律
現
象
を
も
發
見
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
㊟
目
す

べ
き
は
、
現
代
中
國
に
お
け
る
聲
律
硏
究
の
權
威
、
王
力
の
『
漢
語
詩
律
學
』
と

比
較
し
て
も
、
同
等
か
そ
れ
以
上
に
詳
細
か
つ
精
確
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る

點
で
あ
る
。
以
下
、『
詩
律
兆
』
が
新
た
に
發
見
し
た
聲
律
の
確
度
を
二
つ
の
例

を
通
じ
て
考
察
す
る
。

三
―
一
「
丑
類
特
殊
形
式
」
の
發
見
　
　
五
言
詩
に
お
け
る
出
句
の
二
字
目
と
四

字
目
が
仄
、
對
句
の
三
字
目
が
平
と
な
る
配
置
（
兩
仄
兩
仄
仄
、
兩
平
平
仄
平
）
や
、

七
言
詩
の
下
五
字
に
お
け
る
同
樣
の
配
置
（
兩
平
兩
仄
兩
仄
仄
、
兩
仄
兩
平
平
仄
平
）

は
、「
二
四
不
同
・
二
六
對
」
の
原
則
に
違
反
す
る
が
、
近
體
詩
に
お
い
て
特
殊

な
平
仄
形
式
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
漢
語
詩
律
學
』
で
は
こ
の
形
式
を

「
丑
類
特
殊
形
式
」
と
稱
し
て
い
る
。

　『
漢
語
詩
律
學
』
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
は
第
一
句
、
特
に
五
言
詩
の
第
一
句

目
に
多
用
さ
れ
る
が
、
尾
聯
で
の
使
用
は
少
な
い
。
唐
詩
で
は
主
に
五
言
詩
で
使

用
さ
れ
、
宋
代
以
降
は
七
言
詩
で
の
使
用
も
增
え
、
時
折
五
言
詩
の
對
句
の
第
三

字
目
に
仄
を
用
い
る
例
も
見
ら
れ
る
、
と
い
う（

（3
（

。

　
從
來
の
日
本
の
聲
律
論
で
は
、
こ
の
形
式
に
全
く
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

『
詩
律
兆
』
で
は
こ
の
形
式
を
、
詩
型
の
相
違
、
正
格
と
偏
格
の
相
違
、
詩
聯
の

位
置
の
相
違
、
そ
し
て
一
・
三
・
五
字
の
平
仄
の
相
違
に
よ
っ
て
、
よ
り
細
や
か

に
分
類
し
、
二
十
五
箇
條
に
分
け
そ
れ
ぞ
れ
を
解
說
し
て
い
る
。

　『
詩
律
兆
』
に
よ
れ
ば
、
五
言
律
詩
で
は
、
首
聯
に
お
い
て
對
句
の
第
三
字
が

平
で
あ
る
形
式
が
三
種
類
存
在
し
、「
杜
白
得
六
、
岑
得
十
六
、
他
亦
不
爲
少
、



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

二
三
八

但
晚
唐
及
明
厪
々
矣
（
杜
白
〔
杜
甫
・
白
居
易
〕
六
を
得
、
岑
〔
岑
參
〕
十
六
を
得
、

他
も
亦
た
少
な
し
と
爲
さ
ず
、
但
だ
晚
唐
及
び
明
は
厪
々
た
る
の
み
）」（
五
律
正
格
起
句

七
（
（3
（

）、「
杜
善
用
、
岑
得
四
、
餘
不
多
、
然
世
以
爲
失
律
缺
商
確
（
杜
善
く
用
ひ
、
岑
　

四
を
得
、
餘
は
多
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も
世
　

以
て
律
を
失
す
と
爲
す
は
商
確
を
缺
く
）」（
同

九
（
（3
（

）、「
諸
家
固
少
、
杜
得
五
（
諸
家
　

固
よ
り
少
し
、
杜
　

五
を
得
）」（
同
十（

（3
（

）
と
い
う

よ
う
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
殊
形
式
は
、
首
聯
に
お
い
て
は
か
な

り
普
遍
的
に
存
在
し
、
唐
詩
、
特
に
杜
甫
に
よ
る
用
例
が
比
較
的
多
い
。

　
頷
聯
と
頸
聯
に
お
け
る
こ
の
平
仄
式
の
使
用
に
つ
い
て
は
、「
鮮
」「
厪
厪
」
と

あ
り
、
首
聯
よ
り
少
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
頸
聯
に
お
け
る
「
兩

仄
平
仄
仄
、
兩
平
平
仄
平
」
の
形
式
は
例
外
的
に
「
杜
得
二
、
岑
得
八
、
他
亦
間

出
。
此
類
未
可
構
以
二
四
異
也
（
杜
　

二
を
得
、
岑
　

八
を
得
、
他
も
亦
た
間
ま
出
だ
す
。

此
の
類
　

未
だ
構
ふ
る
に
二
四
異
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）」（
五
律
正
格
後
聯
三（

（3
（

）
と

い
う
よ
う
に
、
首
聯
と
同
程
度
の
使
用
頻
度
が
あ
る
。

　
一
方
で
尾
聯
に
は
二
種
類
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、「
此
厪
少
、
與
前
聯
四
同
、

蓋
不
必
存
者
矣
（
此
れ
厪
少
な
り
、
前
聯
四
と
同
じ
、
蓋
し
必
ず
し
も
存
せ
ざ
る
者
な

り
）」（
五
律
偏
格
結
句
三（

（3
（

）、「
但
此
以
其
絕
少
也
、
合
二
腔
爲
一
、
以
應
前
例
耳

（
但
だ
此
れ
其
の
絕
え
て
少
な
き
以
て
、
二
腔
を
合
し
て
一
と
爲
し
、
以
て
前
例
に
應
ふ
る

の
み
）」（
同
四（

（3
（

）
と
記
し
、
尾
聯
に
お
け
る
使
用
の
不
㊜
切
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
首
聯
で
は
多
用
さ
れ
、
尾
聯
で
は
最
も
少
な
い
と
の
結
論
は
、
王
力
の
說
と

一
致
し
て
い
る
。

　
七
言
律
詩
に
お
い
て
も
、
王
力
は
こ
の
形
式
の
首
聯
に
お
け
る
使
用
例
が
最
も

多
い
と
說
い
て
い
る
が
、『
詩
律
兆
』
で
は
七
律
首
聯
の
使
用
に
つ
い
て
「
此
變

之
甚
者
、
杜
無
考
、
他
亦
固
少
（
此
れ
變
の
甚
だ
し
き
者
に
し
て
、
杜
　

考
ふ
る
無
し
、

他
も
亦
た
固
よ
り
少
な
し
）」（
七
律
正
格
起
句
八（

（4
（

）
と
記
し
、
用
例
が
そ
れ
ほ
ど
多
く

な
い
、
と
見
な
す
。
た
だ
し
、
頷
聯
に
つ
い
て
は
、「
此
唐
明
得
數
首
、
宋
亦
較

多
矣
、
是
爲
異
耳
。
放
翁
尤
多
用
（
此
れ
唐
・
明
　

數
首
を
得
、
宋
も
亦
た
較
や
多
し
、

是
れ
異
と
爲
す
の
み
。
放
翁
〔
陸
游
〕
尤
も
多
用
す
）」（
七
律
偏
格
前
聯
五（

（4
（

）
と
、
頷
聯

の
使
用
が
一
番
多
い
と
明
記
し
、『
漢
語
詩
律
學
』
と
は
異
な
る
結
論
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　
兩
氏
の
結
論
の
何
れ
が
妥
當
で
あ
る
か
を
檢
證
す
る
た
め
、
筆
者
は
「
搜
韻
」

詩
詞
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（

（4
（

の
平
仄
檢
索
機
能
を
用
い
て
、
律
詩
の
「
中
平
中
仄
中
仄

仄
」
形
式
の
詩
作
を
檢
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
第
一
句
に
お
い
て
こ
の
形
式
を
用

い
た
例
は
計
八
二
八
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
唐
代
の
例
は
一
九
例
、
宋
代
は
二
七

八
例
で
あ
っ
た
。
一
方
、
第
三
句
に
は
三
〇
六
四
例
が
あ
り
、
う
ち
唐
代
は
六
五

例
、
宋
代
は
一
一
〇
二
例
で
あ
り
、
第
一
句
の
數
を
大
き
く
超
え
て
い
る
。
こ
の

結
果
は
、
竹
山
の
說
の
方
が
王
力
よ
り
も
正
確
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

　「
丑
類
特
殊
形
式
」
に
關
し
て
、『
詩
律
兆
』
は
詩
聯
の
位
置
、
對
句
第
三
字
の

平
仄
、
各
詩
型
の
區
別
に
㊟
意
を
拂
い
な
が
ら
說
明
し
て
お
り
、
王
力
の
『
漢
語

詩
律
學
』
と
同
等
の
水
準
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
王
力
に
誤
認
が
あ
る
の
に

比
べ
、『
詩
律
兆
』
は
よ
り
精
確
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

三
―
二
　
孤
平
拗
救
句
「
仄
平
平
仄
平
」
の
适
否
　
　
王
力
『
漢
語
詩
律
學
』
で

は
、「
五
言
平
起
㊒
韻
」
の
標
準
型
は
「
平
平
仄
仄
平
」、「
七
言
仄
起
㊒
韻
」
の

そ
れ
は
「
兩
仄
平
平
仄
仄
平
」
と
し
て
い
る
。
五
言
第
一
字
、
七
言
第
三
字
が
仄

の
場
合
は
、
孤
平
を
避
け
る
た
め
に
五
言
第
三
字
、
七
言
第
五
字
を
平
に
變
え
る

こ
と
で
「
仄
平
平
仄
平
」「
兩
仄
仄
平
平
仄
平
」
と
な
る
。
こ
の
形
式
は
「
孤
平

拗
救
」
と
も
呼
ば
れ
、
主
に
「
兩
仄
仄
平
仄
」（
七
言
は
「
兩
平
兩
仄
仄
平
仄
」）
ま

た
は
前
述
の
「
丑
類
特
殊
形
式
」
と
呼
應
す
る
形
で
使
用
さ
れ
る
。
二
種
類
の
拗

句
か
ら
離
れ
て
單
獨
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
と
す
る（

（4
（

。

　『
詩
律
兆
』
で
は
、
こ
の
現
象
を
統
計
調
査
に
基
づ
き
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

五
言
七
言
の
ど
の
聯
で
も
、
標
準
型
の
上
の
句
と
孤
平
拗
救
句
の
下
の
句
の
組
み



中
井
竹
山
『
詩
律
兆
』
考

二
三
九

合
わ
せ
は
希
少
で
あ
る
、
と
い
う
法
則
が
竹
山
の
統
計
に
よ
り
發
見
さ
れ
、
王
力

の
說
と
一
致
す
る（

（4
（

。
さ
ら
に
は
、
孤
平
拗
救
句
と
「
兩
仄
仄
平
仄
」（「
兩
平
兩
仄

仄
平
仄
」）
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
五
言
で
は
聯
の
相
違
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が

認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
使
用
可
能
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る（

（4
（

。「
丑
類

特
殊
形
式
」
と
の
組
み
合
わ
せ
も
、
本
稿
「
三
―
一
」
で
紹
介
す
る
よ
う
に
詳
細

に
調
査
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
の
結
論
は
王
力
と
同
等
の
內
容
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
王
力
の
所
說
に
は
二
つ
の
誤
り
が
含
ま
れ
る
。
一
つ
目
は
、
孤
平
拗

救
と
「
兩
平
兩
仄
仄
平
仄
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
五
言
詩
で
も
七
言
詩
で

も
一
般
的
で
あ
る
と
す
る
王
力
の
結
論
に
は
不
正
確
な
點
が
あ
る
。
實
際
に
は
、

こ
の
組
み
合
わ
せ
の
使
用
頻
度
は
、
七
言
詩
の
場
合
、
聯
の
相
違
で
大
き
く
異
な

る
。

　『
詩
律
兆
』
で
は
、
七
律
に
お
い
て
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
唯
一
頷
聯
に
お
い

て
の
み
、
初
唐
と
明
代
を
除
い
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
、
首
聯
、
頸
聯
で
は
希
少

で
あ
り
、
尾
聯
で
も
杜
甫
以
外
は
稀
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
七
絕
で
は
、

第
一
・
二
句
で
の
使
用
は
少
な
い
が
、
白
居
易
は
例
外
的
に
こ
の
形
式
を
好
む
、

と
指
摘
す
る
。
逆
に
、
第
三
・
四
句
に
お
け
る
使
用
は
極
め
て
多
い
と
す
る（

（4
（

。

　
こ
の
點
は
、『
漢
語
詩
律
學
』
が
孤
平
拗
救
を
說
明
し
た
第
一
章
「
八
・
七
」

～
「
八
・
九
」
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
用
例
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
、
竹
山
の

結
論
が
よ
り
精
確
で
あ
る
こ
と
が
證
明
で
き
る
。
七
言
孤
平
拗
救
と
「
兩
平
兩
仄

仄
平
仄
」
と
の
組
み
合
わ
せ
の
用
例
は
、
唐
代
に
七
例
あ
り
、
頷
聯
で
六
例
（
嚴

郾
「
望
夫
石
」、
高
㊜
「
重
陽
」、
許
渾
「
贈
茅
山
高
拾
遺
」、
同
「
咸
陽
城
東
樓
」、
同

「
登
故
洛
陽
城
」、
薛
能
「
秋
夜
旅
懷
」）、
絕
句
の
第
三
・
四
句
で
一
例
（
賀
知
章
「
囘

鄕
偶
書
」）、
他
の
位
置
は
な
い
。
宋
代
に
は
七
例
が
あ
り
、
う
ち
首
聯
が
一
例

（
梅
堯
臣
「
送
樂
職
方
知
泗
州
」）、
頷
聯
が
三
例
（
李
彌
遜
「
渡
橫
溪
」、
王
銍
「
別
張
自

彊
」、
王
十
朋
「
題
湖
邊
莊
」）、
頸
聯
が
三
例
（
梅
堯
臣
「
和
韓
欽
聖
學
士
襄
陽
聞
喜
亭
」、

蘇
軾
「
新
城
衟
中
」、
謝
逸
「
寄
隱
居
士
」）
で
あ
る（

（4
（

。
宋
代
の
用
例
は
竹
山
が
指
摘

し
た
傾
向
と
同
一
で
は
な
い
が
、
唐
代
の
用
例
は
竹
山
の
結
論
と
ほ
ぼ
完
全
に
一

致
し
て
い
る
。
一
般
に
、
唐
詩
の
平
仄
こ
そ
が
聲
律
の
標
準
と
見
な
さ
れ
て
い
る

の
で
、
竹
山
の
說
の
確
度
は
極
め
て
高
い
と
判
斷
さ
れ
る
。

　
王
力
の
說
の
も
う
一
つ
の
誤
認
は
、
二
種
類
の
拗
句
と
離
れ
て
、
孤
平
拗
救
句

が
五
言
第
一
句
で
單
獨
に
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
實
態
を
無
視
し
て
い
る
點
で
あ

る
。『
詩
律
兆
』
に
よ
れ
ば
、
七
言
詩
で
は
確
か
に
第
一
句
に
お
け
る
使
用
例
は

少
な
い
も
の
の
、
五
律
で
は
首
聯
に
お
け
る
「
仄
平
平
仄
平
、
兩
仄
仄
平
平
」
の

パ
タ
ー
ン
が
、
必
ず
し
も
二
種
類
の
拗
句
と
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
一
般
的
な
平
仄
配
置
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。

　
以
上
、
本
稿
で
採
り
上
げ
た
二
つ
の
例
を
踏
ま
え
る
と
、『
詩
律
兆
』
は
、
二

十
世
紀
中
國
に
お
け
る
聲
律
硏
究
の
最
高
權
威
、
王
力
の
『
漢
語
詩
律
學
』
に
匹

敵
す
る
水
準
に
、
早
く
も
二
百
年
前
に
到
達
し
て
い
た
、
と
見
な
さ
れ
る
。『
漢

語
詩
律
學
』
は
、
淸
朝
聲
律
論
の
系
譜
に
沿
っ
た
論
著
で
あ
り
、
と
く
に
董
文
渙

の
『
聲
調
四
譜
圖
說
』
の
結
論
に
基
づ
い
た
こ
と
を
、
王
力
自
身
が
認
め
て
い
る（

（4
（

。

他
方
、『
詩
律
兆
』
は
中
國
淸
朝
の
系
譜
と
は
直
接
の
影
响
關
係
が
な
い
に
も
拘

わ
ら
ず
、
獨
自
の
統
計
調
査
に
よ
っ
て
、
約
二
百
年
後
の
成
果
と
比
べ
て
も
、
同

等
か
そ
れ
以
上
に
精
確
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
事
實
は
『
詩
律
兆
』

の
歷
史
的
價
値
を
紛
れ
も
な
く
證
明
す
る
。
筆
者
が
『
詩
律
兆
』
を
再
評
價
す
べ

き
と
考
え
る
最
大
の
所
以
で
あ
る
。

四
、
江
戶
時
代
に
お
け
る
評
價
と
影
响

四
―
一
　
江
戶
漢
詩
人
の
評
價
　
　『
詩
律
兆
』
の
刊
行
後
、
市
河
寬
齋
、
賴
春

水
、
賴
山
陽
等
の
著
名
詩
人
が
こ
の
書
を
高
く
評
價
し
て
い
る
。
市
河
寬
齋
は
、

自
身
の
詩
論
書
『
詩
燼
』
に
お
い
て
、『
詩
律
兆
』
の
結
論
が
彼
の
拗
格
詩
に
對
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す
る
理
解
を
深
め
た
、
と
述
べ
て
い
る（

（5
（

。

　
ま
た
、
賴
春
水
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）、
鈴
木
松
江
の
『
唐
詩
平
側
考
』
に

序
文
を
寄
せ
、『
詩
律
兆
』
の
水
準
と
意
義
を
次
の
よ
う
に
高
く
評
價
し
て
い
る
。

　
律
兆
、
吾
友
浪
華
竹
山
居
士
所
著
。
人
多
病
之
以
煩
苛
、
曰
居
士
取
其
可

徵
而
成
說
、
唐
詩
恐
未
必
然
也
。
是
獨
囿
於
流
俗
苟
簡
之
式
、
而
昧
於
正
拗

得
宜
之
律
、
弗
思
甚
也
。
…
…
正
德
享
保
之
間
、
大
手
輩
出
、
言
偶
及
詩
律
、

不
逮
竹
山
松
江
之
精
詳
也
遠
甚
。
自
餘
作
家
、
一
切
瞶
瞶
不
足
衟
耳
。
詩
而

不
唐
則
已
、
苟
欲
其
唐
乎
、
律
兆
詩
考
、
其
津
梁
也
、
豈
可
廢
諸
。

　
律
兆
　

吾
が
友
　

浪
華
の
竹
山
居
士
　

著
は
す
所
な
り
。
人
　

多
く
之
を
病
む

に
煩
苛
を
以
て
し
、
曰
く
「
居
士
　
其
の
徵
す
べ
き
を
取
り
て
說
を
成
す
も
、

唐
詩
　

恐
ら
く
は
未
だ
必
ず
し
も
然
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
是
れ
獨
り
流
俗
苟

簡
の
式
に
囿
は
れ
て
、
正
拗
　

宜
を
得
る
の
律
に
昧
く
、
思
は
ざ
る
こ
と
甚

だ
し
き
な
り
…
…
正
德
・
享
保
の
間
、
大
手
　

輩
出
せ
し
も
、
言
　

偶
た
ま
詩

律
に
及
べ
ば
、
竹
山
・
松
江
の
精
詳
に
逮
ば
ざ
る
や
遠
き
こ
と
甚
し
。
自
餘

の
作
家
、
一
切
瞶
瞶
と
し
て
衟
ふ
に
足
ら
ざ
る
の
み
。
詩
に
し
て
唐
な
ら
ざ

れ
ば
則
ち
已
む
。
苟
く
も
其
の
唐
な
る
を
欲
す
る
や
、
律
兆
・
詩
考
、
其
の

津
梁
な
り
。
豈
に
諸
れ
を
廢
す
べ
け
ん
や（

（5
（

。

　
賴
春
水
に
よ
れ
ば
、『
詩
律
兆
』
刊
行
當
時
の
反
應
の
多
く
が
、「
煩
苛
」
す
な

わ
ち
ル
ー
ル
が
煩
雜
で
細
か
く
嚴
し
す
ぎ
る
、
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
竹
山
が

都
合
の
よ
い
用
例
だ
け
を
選
ん
で
自
說
を
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
す

る
人
も
い
た
と
い
う
。
こ
れ
に
對
し
、
春
水
は
强
く
反
論
し
て
い
る
。
か
つ
て
は

粗
略
な
聲
律
說
が
廣
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
た
め
、『
詩
律
兆
』
に
お
い
て
說

か
れ
る
、
正
と
拗
の
㊜
切
な
組
み
合
わ
せ
の
ル
ー
ル
に
暗
か
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。「
正
德
・
享
保
の
間
」（
一
七
一
一
～
一
七
三
五
）
に
輩
出
し
た
「
大

手
」
と
は
、
お
そ
ら
く
主
に
蘐
園
學
派
の
詩
人
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
所
說

は
『
詩
律
兆
』
の
精
密
さ
詳
細
さ
に
遠
く
及
ば
な
い
し
、
そ
の
他
の
詩
人
の
所
說

に
至
っ
て
は
論
外
だ
と
述
べ
て
い
る
。
規
範
で
あ
る
唐
詩
に
近
づ
こ
う
と
す
る
な

ら
ば
、『
詩
律
兆
』（
と
『
唐
詩
平
側
考
』）
こ
そ
が
最
㊜
な
參
考
書
で
あ
る
、
と
主

張
し
た
。

　
ま
た
、
賴
山
陽
の
「
答
小
野
泉
藏
論
詩
律
書
（
小
野
泉
藏
に
答
へ
詩
律
を
論
ず
る

の
書
）」（
文
政
四
年
〔
一
八
二
一
〕）
で
も
、『
詩
律
兆
』
の
重
要
性
を
强
調
し
て
い

る
。

　
此
書
（『
詩
律
兆
』）
與
近
時
武
景
文
古
詩
韻
範
、
皆
考
據
精
確
、
㊒
大
功

於
藝
園
者
、
不
可
不
讀
。
足
下
讀
二
書
而
知
詩
之
不
可
無
法
。

　
此
の
書
と
近
時
の
武
景
文
が
『
古
詩
韻
範
』
と
、
皆
な
考
據
精
確
に
し
て
、

藝
園
に
大
功
㊒
る
者
な
れ
ば
、
讀
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
足
下
　

二
書
を
讀
め

ば
而
ち
詩
の
法
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ん（

（5
（

。

　
父
春
水
の
觀
點
に
同
調
し
、
山
陽
も
『
詩
律
兆
』
は
近
體
詩
の
法
則
習
得
の
必

讀
書
と
評
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
『
詩
律
兆
』
は
漢
詩
聲
律
學
の
ル
ー
ル
・
ブ
ッ
ク
で
あ
る
か
ら
、
問

題
意
識
を
持
た
な
い
人
に
本
書
の
斬
新
な
內
容
は
餘
り
响
か
な
い
。
一
方
、
寬
齋

や
春
水
、
山
陽
は
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
門
弟
を
擁
し
、
後
進
を
指
導
す
る
立
場
で
あ

っ
た
し
、
詩
人
と
し
て
も
古
の
名
作
か
ら
聲
律
を
日
常
的
に
學
ん
で
い
た
か
ら
こ

そ
、
本
書
の
價
値
に
敏
感
に
反
應
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
價
値
を
具
體
的
に
說
い
た
江
戶
後
期
の
言
說
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、

右
三
者
の
言
說
は
、
こ
の
書
が
す
で
に
知
る
人
ぞ
知
る
存
在
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（

（5
（

。

四
―
二
　
江
戶
後
期
漢
詩
創
作
へ
の
影
响
―
『
東
瀛
詩
選
』
に
お
け
る
兪
樾
の

修
改
を
例
と
し
て
　
　『
詩
律
兆
』
が
、
爾
後
の
漢
詩
創
作
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
响

を
與
え
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
誠
に
興
味
深
い
が
、
そ
れ
を
解
く
の
は
容
易



中
井
竹
山
『
詩
律
兆
』
考

二
四
一

で
は
な
い
。
膨
大
な
量
の
作
品
を
逐
一
調
査
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
大
小
を
計
れ

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
筆
者
の
能
力
を
遙
に
超
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
に

お
い
て
結
論
め
い
た
こ
と
を
記
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
が
、
兪
樾
の
『
東
瀛
詩

選
』
に
見
ら
れ
る
、
一
つ
の
興
味
深
い
現
象
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
の
一
端
を

示
し
て
お
き
た
い
。

　
兪
樾
は
『
東
瀛
詩
選
』
編
纂
の
際
、
聲
律
に
對
し
て
嚴
格
な
姿
勢
を
取
っ
て
い

る
。
聲
律
に
問
題
が
あ
る
詩
は
原
則
と
し
て
選
ば
な
い
と
い
う
方
針
を
示
し
て
い

る
が
、
秀
句
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
聲
律
上
問
題
の
あ
る
字
を
別
の
字
に
改
め
採

錄
す
る
こ
と
も
あ
る
、
と
「
例
言
」
に
記
さ
れ
て
い
る（

（5
（

。
本
書
に
お
け
る
詩
句
の

改
變
に
つ
い
て
は
、
郭
穎
氏
は
平
仄
が
原
因
の
修
正
に
對
し
て
考
察
を
行
っ
た
が
、

「
丑
類
特
殊
形
式
」
の
視
點
に
は
言
及
し
て
い
な
い（

（5
（

。

　
高
島
要
編
『
東
瀛
詩
選
本
文
と
總
索
引
』
に
は
、『
東
瀛
詩
選
』
入
選
の
詩
の

な
か
で
兪
樾
が
修
正
を
加
え
た
箇
所
が
す
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
筆

者
が
㊟
目
し
た
の
は
、
本
稿
「
三
―
一
」
で
論
及
し
た
「
丑
類
特
殊
形
式
」
を
使

用
し
た
例
が
三
首
存
在
す
る
點
で
あ
る
。

　
以
下
の
三
例
に
お
い
て
、
出
句
の
六
字
目
、
四
角
く
圍
っ
た
字
は
、
兪
樾
が
問

題
視
し
、
括
弧
內
の
よ
う
に
、
平
字
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
一
）　
梁
川
星
巖
（
一
七
八
九
～
一
八
五
八
）「
名
花
拜
賜
應
解
（
含
）
笑
、
第
一
才

人
第
一
詩
」（「
讀
江
藝
閣
品
花
新
詠
戲
題
」
其
三
）

（
二
）　
菊
池
海
莊
（
一
七
九
九
～
一
八
八
一
）「
周
郞
果
識
能
顧
（
知
）
曲
、
曾
叟
唯

言
工
屬
文
」（「
秋
懷
十
寄
」
其
五
）

（
三
）　
橫
山
政
孝
（
一
七
八
九
～
一
八
三
六
）「
紅
塵
一
點
曾
不
（
不
曾
）
到
、
我
比

山
雲
更
覺
閒
」（「
山
亭
夏
日（

（5
（

」）

　
兪
樾
は
「
丑
類
特
殊
形
式
」
を
許
容
せ
ず
文
字
を
右
の
よ
う
に
改
め
た
が
、
そ

の
㊜
否
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
三
例
の

詩
を
作
っ
た
人
す
べ
て
が
、
寬
政
年
間
に
生
を
享
け
た
同
一
世
代
の
詩
人
と
い
う

點
で
あ
る
。
こ
の
一
致
は
偶
然
と
は
考
え
に
く
く
、「
丑
類
特
殊
形
式
」
の
使
用

が
彼
ら
の
時
代
に
廣
ま
っ
て
い
た
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

促
し
た
の
が
、『
詩
律
兆
』
や
『
詩
律
兆
』
に
影
响
さ
れ
た
聲
律
論
の
著
書
で
あ

る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
稿
「
三
―
一
」
で
述
べ
た
通
り
、

「
丑
類
特
殊
形
式
」
は
『
詩
律
兆
』
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
平
仄
式

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
三
首
の
內
、
星
巖
の
作
品
は
對
と
な
る
句
の
第
五
字
が
仄
と
な
り
、『
詩
律
兆
』

の
規
定
を
逸
脫
し
た
形
態
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
王
力
『
漢
語
詩
律

學
』
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
丑
類
特
殊
形
式
」
で
は
、
宋
人
は
唐
代
の
原

則
を
破
っ
た
用
法
を
し
ば
し
ば
取
り
入
れ
る
。
星
巖
は
宋
人
の
影
响
を
受
け
、
ま

た
は
句
中
對
と
い
う
個
性
的
表
現
を
保
持
す
る
た
め
に
第
五
字
に
仄
を
使
っ
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
用
法
は
破
格
で
あ
る
が
、「
丑
類
特
殊
形
式
」
の
範

圍
外
と
は
言
え
な
い
。

　『
詩
律
兆
』
は
初
版
刊
行
後
、
多
く
の
再
版
が
行
わ
れ
た
。
水
田
紀
久
氏
の
調

査
に
よ
る
と
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
版
の
刊
記
に
は
書
肆
名
が
頻
繁
に
變
わ

り
、
同
版
の
後
刷
本
に
も
少
な
く
と
も
二
種
類
以
上
の
刊
記
が
存
在
す
る（

（5
（

。
こ
の

よ
う
に
版
權
が
書
肆
間
で
頻
繁
に
讓
渡
さ
れ
た
の
は
、
聲
律
論
の
著
書
で
は
、
本

書
と
古
體
詩
に
特
化
し
た
『
古
詩
韻
範
』
の
二
種
し
か
な
く
、
本
書
が
詩
人
間
で

高
い
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
を
如
實
に
表
し
て
い
る
。
類
書
の
中
で
も
、『
詩
律

兆
』
の
影
响
力
が
一
際
高
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
事
實
に
よ
っ
て
も
傍
證
さ
れ
る
。

五
、
中
國
へ
の
還
流

　『
詩
律
兆
』
は
日
本
國
內
に
止
ま
ら
ず
、
近
代
中
國
の
學
術
界
に
も
影
响
を
與

え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
黃
節
の
『
詩
律
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
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黃
節
（
一
八
七
三
～
一
九
三
五
）、
原
名
は
晦
聞
、
字
は
玉
昆
、
號
は
純
熙
。
彼

は
廣
東
順
德
の
人
、
淸
末
民
國
時
代
の
詩
人
兼
學
者
で
あ
る
。
淸
末
に
章
太
炎
等

と
と
も
に
國
學
保
存
會
を
創
立
し
、『
國
粹
學
報
』
を
刊
行
し
た
。
民
國
時
代
に

は
南
社
の
一
員
と
し
て
活
動
し
、
北
京
大
學
文
學
院
の
敎
授
お
よ
び
淸
華
大
學
硏

究
院
導
師
を
勤
め
た
。
彼
は
詩
名
が
高
く
、「
嶺
南
近
代
四
家
」
の
一
人
に
數
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
先
秦
漢
魏
六
朝
の
詩
文
硏
究
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
北
京
大
學
で
詩
律
の
講
義
を
擔
當
し
た
黃
節
は
、
そ
の
た
め
に
『
詩
律
』
と
題

し
た
敎
材
を
編
み
、
一
九
二
九
年
に
出
版
し
た
。
近
年
、
こ
の
『
詩
律
』
が
『
黃

節
詩
學
詩
律
講
義
』
と
題
す
る
書
籍
の
一
部
と
し
て
再
版
さ
れ
た（

（5
（

（
筆
者
が
確
認

し
た
の
は
こ
の
再
版
簡
體
字
本
で
あ
る
）。

　
黃
節
は
『
詩
律
』
に
お
い
て
、『
詩
律
兆
』
を
用
い
た
こ
と
を
「
予
譜
猶
㊒
取

焉
（
予
が
譜
　

猶
ほ
取
る
こ
と
㊒
り（

（5
（

）」
と
述
べ
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
書
を
『
詩
律
兆
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、
例
句
の
引
用
を
含
め
て
、
九
割
以
上

が
『
詩
律
兆
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
以
下
は
前
揭
の
書
影
に
提

示
し
た
『
詩
律
兆
』
書
影
の
部
分
に
卽
し
て
、
兩
者
の
類
似
性
に
つ
い
て
說
明
す

る
。

　
書
影
は
、『
詩
律
兆
』
卷
五
「
七
言
律
詩
中
・
偏
格
」
起
句
の
二
～
五
の
部
分

で
あ
る
。
こ
の
內
容
と
對
應
す
る
の
は
、『
詩
律
』
で
は
「
七
言
律
詩
偏
格
」
變

調
起
句
の
一
～
四
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
本
稿
で
は
第
一
格
を
例
に
說

明
す
る
。

起
句
　
▽
□
▽
○
○
□
□
、
▽
○
▽
□
□
○
○

杜
　
甫
　
五
夜
漏
聲
催
曉
箭
、
九
重
春
色
醉
仙
桃
。

白
居
易
　
灞
滻
風
煙
凾
谷
路
、
曾
經
幾
度
別
長
安
。

此
調
之
變
、
在
首
句
第
三
字
變
可
平
可
仄
、
第
五
字
變
平
、
第
七
字
變
仄
。

次
句
不
變
、
卽
恆
調
之
三
聯
調
也
。
第
五
七
字
之
變
本
爲
熟
調
、
香
山
最

多（
（6
（

。

　『
詩
律
』
で
は
、
格
ご
と
に
二
つ
の
用
例
を
擧
げ
て
い
る
が
、
第
一
格
の
例
句

は
『
詩
律
兆
』
の
第
三
格
、
第
二
格
は
『
詩
律
兆
』
第
四
格
の
所
引
詩
句
を
そ
の

ま
ま
轉
用
し
て
い
る
。

　『
詩
律
』
の
解
說
は
、
平
仄
圖
の
配
置
を
簡
單
に
敍
述
し
た
後
に
結
論
を
述
べ

る
。
第
一
格
の
結
論
「
第
五
七
字
之
變
本
爲
熟
調
、
香
山
最
多
（
第
五
七
字
の
變
　

本
と
熟
調
と
爲
す
、
香
山
　

最
も
多
し
）」
は
、『
詩
律
兆
』
の
「
五
七
之
拗
爲
熟
套
、

香
山
最
多
（
五
七
の
拗
　

熟
套
と
爲
す
、
香
山
　

最
も
多
し
）」
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
類
似
性
は
、『
詩
律
』
全
書
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
、「
入
句
俱
平
俱
仄

體
」
二
箇
所
を
除
き
、
他
の
す
べ
て
の
部
分
が
ほ
ぼ
『
詩
律
兆
』
原
文
の
言
い
囘

し
を
改
變
し
て
揭
載
し
て
い
る
。
今
日
な
ら
ば
、
著
作
權
侵
害
と
呼
び
う
る
ほ
ど
、

『
詩
律
兆
』
に
依
據
す
る
の
が
、
黃
節
の
『
詩
律
』
で
あ
る（

（6
（

。
こ
の
事
實
は
、
嶺

南
近
代
四
家
に
數
え
ら
れ
る
詩
人
で
あ
り
、
草
創
期
の
北
京
大
學
で
敎
鞭
を
執
る

ほ
ど
の
學
者
で
も
あ
っ
た
黃
節
か
ら
見
て
も
、『
詩
律
兆
』
が
十
分
踏
襲
す
る
に

足
る
高
水
準
の
業
績
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
は
か
ら
ず
も
證
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
詩
律
兆
』
は
、
百
五
十
年
の
時
を
隔
て
て
漢
詩
發
祥
の
國
に
傳

え
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
確
實
に
大
き
な
影
响
を
與
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
中
井
竹
山
の
『
詩
律
兆
』
は
、
二
十
年
以
上
の
歲
⺼
を
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
劃

期
的
な
聲
律
學
の
專
著
で
あ
り
、
日
本
の
漢
詩
聲
律
學
說
に
新
た
な
方
向
性
を
示

し
た
。
本
書
に
記
さ
れ
た
聲
律
論
の
一
つ
一
つ
は
、
江
戶
時
代
の
先
行
說
を
大
き

く
塗
り
替
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
中
國
聲
律
學
硏
究
の
權
威
王
力
の
『
漢
語

詩
律
學
』
と
比
較
し
て
も
、
よ
り
詳
細
で
よ
り
精
確
な
結
論
を
提
示
し
て
い
る
。

『
詩
律
兆
』
は
刊
行
當
時
に
漢
詩
壇
で
高
く
評
價
さ
れ
、
江
戶
後
期
漢
詩
人
た
ち



中
井
竹
山
『
詩
律
兆
』
考

二
四
三

の
實
作
に
も
影
响
を
與
え
た
可
能
性
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
影
响
は
日
本
に

止
ま
ら
ず
、
民
國
時
代
の
著
名
學
者
の
著
作
に
も
轉
用
さ
れ
、
中
國
近
代
の
學
術

に
も
影
响
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
本
書
は
『
七
經
孟
子
攷
文
』、『
全
唐
詩

逸
』
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
重
要
な
歷
史
的
意
味
を
㊒
し
て
い
る
、
と
筆
者
は
考

え
る
。

㊟（
1
）　
刊
本
の
ほ
か
に
、
寶
曆
九
年
（
一
七
五
九
）
加
藤
景
範
寫
『
詩
律
兆
』（
大
阪
大

學
附
屬
圖
書
館
懷
德
堂
文
庫
藏
）
は
本
書
の
初
期
の
形
態
を
保
存
し
て
い
る
。

（
2
）　
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
刊
『
詩
律
兆
』（
筆
者
藏
）「
凡
例
」
三
丁
裏
。
ま
た
、

本
稿
に
お
け
る
『
詩
律
兆
』
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の
版
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　「
一
部
『
品
彙
』、
七
律
平
起
過
五
百
、
其
仄
起
不
過
二
百
（
一
部
『
品
彙
』、
七

律
平
起
　
五
百
を
過
ぎ
、
其
の
仄
起
　
二
百
を
過
ぎ
ず
）」、『
詩
律
兆
』
卷
十
一

「
論
二
」、
三
丁
裏
。

（
4
）　
申
東
城
『
唐
詩
品
彙
硏
究
』（
黃
山
書
社
、
二
〇
〇
九
年
二
⺼
）
九
三
～
九
四
頁

の
統
計
結
果
を
參
照
。

（
5
）　
大
庭
脩
『
江
戶
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
硏
究
』（
關
西
大
學
東
西
學
術
硏

究
所
、
一
九
六
七
年
三
⺼
）
所
載
の
持
渡
書
目
に
よ
れ
ば
、『
詩
律
兆
』
の
刊
行
以

前
に
『
全
唐
詩
』
は
少
な
く
と
も
三
度
に
亘
り
計
四
部
舶
來
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
一
部
（
文
化
六
年
〔
一
八
〇
九
〕
寫
「
商
舶
載
來
書

目
」、
七
三
四
頁
）、
次
い
で
寬
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
二
部
（
寬
延
四
年
〔
一
七

五
一
〕
作
「
午
七
番
船
同
九
番
船
同
拾
番
船
持
渡
書
物
覺
書
」、
二
七
七
頁
）、
最
後

に
寶
曆
四
年
（
一
七
五
四
）
に
一
部
（「
舶
來
書
籍
大
意
書
戌
番
外
船
」、
三
二
四

頁
）
で
あ
る
。
な
お
、
國
立
公
文
書
館
內
閣
文
庫
藏
の
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）

寫
『
林
家
書
目
』（
戊
、
集
部
二
、
總
集
類
、
七
三
丁
裏
）
と
文
化
十
一
（
一
八
一

四
）
～
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
編
『
重
訂
御
書
籍
目
錄
』（
卷
十
三
・
集
部
三
・

總
集
類
、
十
七
丁
表
）
に
は
、「『
全
唐
詩
』
百
廿
本
」
が
そ
れ
ぞ
れ
著
錄
さ
れ
て
い

る
。
舶
來
さ
れ
た
四
部
の
內
、
二
部
は
紅
葉
山
文
庫
と
昌
平
黌
（
昌
平
坂
學
問
所
）

に
收
藏
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
6
）　
矢
羽
野
芳
枝
「
中
井
竹
山
『
詩
律
兆
』
に
お
け
る
蘐
園
學
派
批
判
」（『
懷
德
堂
硏

究
』
第
一
集
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
十
一
⺼
）
一
四
一
～
一
五
五
頁
。

（
7
）　
太
宰
春
臺
著
「
書
蘐
園
錄
稿
後
」
寫
本
（
早
稻
田
大
學
圖
書
館
服
部
文
庫
藏
）、

一
丁
表
～
五
丁
裏
。
春
臺
は
、
蘐
園
學
派
の
漢
詩
選
集
『
蘐
園
錄
稿
』（
享
保
十
六

年
〔
一
七
三
一
〕）
所
收
の
詩
に
聲
律
上
の
問
題
が
多
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

（
8
）　『
詩
律
兆
』
序
、
三
丁
裏
～
四
丁
表
。

（
9
）　『
詩
律
兆
』
序
、
四
丁
表
～
四
丁
裏
。

（
10
）　『
詩
律
兆
』
序
、
五
丁
表
～
五
丁
裏
。

（
11
）　「
若
言
八
者
、
㊒
二
六
不
對
之
失
、
竝
㊒
下
三
連
之
過
故
」「
若
云
篋
者
、
可
㊒
二

四
同
聲
失
故
」（『
大
正
新
修
大
藏
經
』
五
七
卷
〔2203B

〕
所
收
『
般
若
心
經
祕

鍵
略
註
』、
大
正
一
切
經
刊
行
會
、
一
九
三
〇
年
十
⺼
、
十
三
頁
）。

（
12
）　
王
力
「
詩
律
餘
論
」（『
王
力
文
集
』
第
十
九
卷
、
山
東
敎
育
出
版
社
、
一
九
九
〇

年
六
⺼
）
二
八
七
頁
、
何
文
匯
「『
一
三
五
不
論
、
二
四
六
分
明
』
雜
說
―
兼
論

近
體
詩
拗
句
」（『
中
國
文
化
硏
究
所
學
報
』
第
四
十
一
期
、
二
〇
〇
一
年
一
⺼
）
二

九
七
～
三
三
五
頁
參
照
。

（
13
）　『
詩
律
兆
』
卷
十
一
「
附
錄
」
論
二
、
四
丁
表
。

（
14
）　『
詩
律
兆
』
卷
十
一
「
答
大
出
子
友
書
」、
十
四
丁
裏
。

（
15
）　「
但
下
句
三
字
不
可
拗
平
、
若
拗
則
成
古
句
、
此
其
界
之
判
然
者
（
但
し
下
句
の

三
字
　
平
と
拗
す
べ
か
ら
ず
、
若
し
拗
す
れ
ば
則
ち
古
句
と
成
し
、
此
れ
其
の
界
の

判
然
た
る
も
の
な
り
）」（
淸
・
董
文
渙
著
、
同
治
三
年
（
一
八
六
四
）
刊
『
聲
調
四

譜
圖
說
』（
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
圖
書
館
藏
）
卷
十
一
「
五
言
律
詩
二
」、
十
七
丁
表
）。

王
力
『
漢
語
詩
律
學
』「
七
・
一
〇
」（
中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
三
⺼
。
初
版
は
新

知
識
出
版
社
、
一
九
五
八
年
一
⺼
）
九
二
頁
に
も
、
下
三
平
は
古
體
詩
の
標
準
的
な



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

二
四
四

平
仄
で
あ
り
、
近
體
詩
で
は
使
用
を
極
力
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　
群
書
類
從
本
『
江
談
抄
』
卷
四
「
故
源
右
府
仰
云
、
不
避
三
連
之
句
也
（
故
源
右

府
仰
せ
て
云
ふ
、
三
連
を
避
か
ざ
る
の
句
な
り
）」（『
群
書
類
從
』
第
二
七
輯
「
雜

部
第
三
」
卷
四
八
六
、
群
書
類
從
刊
行
會
、
一
九
五
五
年
二
⺼
、
五
八
四
頁
）。「
源

右
府
」
と
は
平
安
中
期
の
源
師
房
（
一
〇
〇
八
～
七
七
）
を
指
す
。

（
17
）　「
中
井
竹
山
曰
、
我
邦
先
輩
、
作
詩
留
心
宮
商
者
、
唯
新
井
白
石
、
僧
萬
菴
（
中

井
竹
山
曰
く
、
我
が
邦
の
先
輩
、
詩
を
作
る
に
心
を
宮
商
に
留
む
る
者
、
唯
だ
新
井

白
石
、
僧
萬
菴
の
み
、
と
）」（
弘
化
二
年
〔
一
八
四
五
〕
刊
『
續
近
世
叢
語
』（
筑

波
大
學
附
屬
圖
書
館
藏
）
卷
二
「
文
學
上
」、
十
八
丁
裏
）。

（
18
）　「『
飛
雁
穿
雲
海
甸
迥
』
と
㊒
之
候
は
、
ま
け
候
や
う
ニ
て
、
し
か
も
句
拗
し
候
」、

堀
川
貴
司
「『
與
唐
金
興
隆
諸
家
手
翰
』
飜
刻
と
解
題
」（『
近
世
文
藝
硏
究
と
評
論
』

一
〇
五
號
、
二
〇
二
三
年
十
一
⺼
）
一
～
一
一
頁
。

（
19
）　
貝
原
益
軒
著
、
延
寶
七
年
（
一
六
七
九
）
序
無
刊
記
刊
本
『
初
學
詩
法
』（
新
潟

大
學
附
屬
圖
書
館
佐
野
文
庫
藏
）
二
六
丁
表
～
二
七
丁
裏
に
、「
律
詩
不
必
拘
。
中

國
古
人
之
律
詩
下
三
連
者
甚
多
（
律
詩
　
必
ず
し
も
拘
ら
ず
。
中
國
古
人
の
律
詩
下

三
連
な
る
者
甚
だ
多
し
）」
と
あ
る
。

（
20
）　『
詩
律
兆
』
各
卷
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
兩
氏
の
近
體
詩
に
は
、
徂
徠
が
六
四
例
、

南
郭
が
三
二
例
の
平
三
連
を
犯
し
た
作
例
が
確
認
さ
れ
る
。

（
21
）　
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
刊
『
斥
非
』（
九
州
大
學
附
屬
圖
書
館
雅
俗
文
庫
藏
）、

十
八
丁
裏
～
二
一
丁
裏
。

（
22
）　『
詩
律
兆
』
卷
十
一
「
附
錄
」
論
三
、
六
丁
表
～
八
丁
表
。

（
23
）　
趙
執
信
『
聲
調
譜
』「
聲
調
前
譜
」（
郭
紹
虞
點
校
『
淸
詩
話
』、
上
海
古
籍
出
版

社
、
一
九
七
八
年
九
⺼
）、
三
二
八
頁
。『
漢
語
詩
律
學
』「
七
・
九
」（
同
註
十
五
）

九
〇
～
九
二
頁
參
照
。

（
24
）　『
聲
調
四
譜
圖
說
』（
同
㊟
（
15
））、
十
七
丁
表
～
十
七
丁
裏
。

（
25
）　『
詩
律
兆
』
卷
一
「
五
律
正
格
」
前
聯
四
（
六
丁
表
）、
結
句
四
（
九
丁
表
）。
卷

二
「
五
律
偏
格
」
起
句
六
（
三
丁
裏
）、
後
聯
四
（
七
丁
表
）。

（
26
）　『
詩
律
兆
』
卷
四
「
七
律
正
格
」
前
聯
三
（
五
丁
表
）、
結
句
三
（
八
丁
表
）。
卷

五
「
七
律
偏
格
」
後
聯
三
（
六
丁
表
）。

（
27
）　
辻
善
之
助
編
『
鹿
苑
日
錄
』（
太
洋
社
、
一
九
三
四
年
十
⺼
）
第
二
卷
所
收
西
笑

承
兌
「
雜
日
錄
」、
永
祿
九
年
九
⺼
一
日
、
九
⺼
三
日
條
參
照
。

（
28
）　『
漢
語
詩
律
學
』「
九
・
一
～
九
・
五
」（
同
㊟
（
15
））
一
〇
二
～
一
一
二
頁
。

（
29
）　『
詩
律
兆
』
卷
十
一
「
附
錄
」
論
二
、
五
丁
表
。

（
30
）　
石
川
丈
山
「
復
堀
正
意
」「
自
匪
老
杜
所
製
吳
體
拗
用
、
在
唐
詩
用
四
仄
一
平
、

百
首
之
中
未
見
一
首
（
老
杜
が
製
る
所
の
吳
體
拗
用
に
匪
ざ
る
よ
り
は
、
唐
詩
に
在

り
て
四
仄
一
平
を
用
ゆ
る
こ
と
、
百
首
の
中
未
だ
一
首
を
見
ず
）」（
延
寶
四
年
〔
一

六
七
六
〕
刊
『
新
編
覆
醬
集
』（
早
稻
田
大
學
圖
書
館
藏
）
卷
十
三
、
八
丁
裏
）。
ま

た
、
元
祿
九
年
（
一
六
九
六
）
刊
、
宮
川
一
翠
子
撰
『
和
語
圓
機
活
法
』（
祐
德
稻

荷
神
社
中
川
文
庫
藏
）
卷
二
所
收
「
丈
山
詩
話
問
答
」
第
三
條
、
五
丁
表
～
六
丁
裏

に
も
類
似
の
說
が
あ
る
。

（
31
）　『
聲
調
譜
』（
同
㊟
（
23
））
三
二
八
頁
。『
聲
調
四
譜
圖
說
』（
同
㊟
（
15
））
十
七

丁
表
。『
漢
語
詩
律
學
』（
同
㊟
（
15
））
九
六
～
九
八
頁
「
八
・
四
」
～
「
八
・
五
」。

（
32
）　『
詩
律
兆
』
卷
十
一
、
八
丁
表
。

（
33
）　『
漢
語
詩
律
學
』（
同
㊟
（
15
））
一
一
二
～
一
一
五
頁
「
九
・
六
」
～
「
九
・
一

二
」。

（
34
）　『
詩
律
兆
』
卷
一
、
三
丁
裏
。

（
35
）　
同
卷
一
、
四
丁
表
。

（
36
）　
同
卷
一
、
四
丁
裏
。

（
37
）　
同
卷
一
、
七
丁
表
。

（
38
）　
同
卷
二
、
八
丁
表
。

（
39
）　
同
卷
二
、
八
丁
表
。

（
40
）　
同
卷
四
、
四
丁
表
。



中
井
竹
山
『
詩
律
兆
』
考

二
四
五

（
41
）　
同
卷
五
、
五
丁
表
。

（
42
）　
搜
韻
網https://sou-yun.cn/Q

ueryPoem
.aspx

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
　
二

〇
二
四
年
一
⺼
六
日
）。
本
稿
が
採
用
す
る
調
査
方
法
と
そ
の
信
憑
性
は
、
陳
逸
雲

「
聲
律
智
能
化
在
辨
♫
、
校
讎
和
輔
助
創
作
上
的
應
用
―
以
『
搜
韻
網
』
爲
例
」

（
淸
華
大
學
編
『
數
字
人
文
』
二
〇
二
三
年
第
一
期
、
中
華
書
局
、
二
〇
二
三
年
三

⺼
）
に
お
い
て
も
論
證
さ
れ
て
い
る
。

（
43
）　『
漢
語
詩
律
學
』「
八
・
七
～
八
・
一
一
」（
同
註
十
五
）
九
八
～
一
〇
二
頁
。

（
44
）　『
詩
律
兆
』
卷
一
「
五
律
正
格
」
起
句
三
（
二
丁
裏
）、
起
句
十
三
（
五
丁
表
）、

後
聯
八
（
八
丁
表
）。
卷
二
「
五
律
偏
格
」
前
聯
八
（
六
丁
表
）、
結
句
六
（
八
丁

裏
）。
卷
四
「
七
律
正
格
」
起
句
五
（
三
丁
表
）、
起
句
十
（
四
丁
裏
）、
後
聯
五

（
七
丁
表
）。
卷
五
「
七
律
偏
格
」
前
聯
四
（
五
丁
表
）、
結
句
四
（
七
丁
裏
）。
卷
七

「
七
絕
正
格
」
起
聯
五
（
三
丁
表
）、
起
聯
十
（
四
丁
裏
）。
卷
八
「
七
絕
偏
格
」
結

聯
四
（
四
丁
裏
）
參
照
。

（
45
）　
同
卷
一
「
五
律
正
格
」
起
句
四
（
三
丁
表
）、
後
聯
一
（
六
丁
裏
）。
卷
二
「
五
律

偏
格
」
前
聯
一
（
四
丁
裏
）、
結
句
一
（
七
丁
裏
）。

（
46
）　
同
卷
四
「
七
律
正
格
」
起
句
六
（
三
丁
裏
）、
後
聯
二
（
六
丁
表
）。
卷
五
「
七
律

偏
格
」
前
聯
一
（
四
丁
表
）、
結
句
一
（
七
丁
表
）。
卷
七
「
七
絕
正
格
」
起
聯
六

（
三
丁
裏
）。
卷
八
結
聯
一
（
四
丁
表
）。

（
47
）　
㊟
（
43
）
に
同
じ
。

（
48
）　『
詩
律
兆
』
卷
二
「
五
律
偏
格
」
起
句
一
（
二
丁
表
）。

（
49
）　「
詩
律
餘
論
」（
同
㊟
（
12
））
二
八
六
頁
。

（
50
）　
市
河
寬
齋
「
詩
燼
」（『
寬
齋
先
生
餘
稿
』、
遊
德
園
、
一
九
二
六
年
）
二
三
三
頁
。

（
51
）　
鈴
木
松
江
『
唐
詩
平
側
考
』（
弘
前
市
立
弘
前
圖
書
館
藏
）、
天
明
六
年
（
一
七
八

六
）
賴
春
水
序
、
一
丁
表
～
四
丁
表
。
な
お
、
本
書
は
『
日
本
詩
話
叢
書
』（
文
會

堂
書
店
、
一
九
二
〇
年
一
⺼
）
第
一
卷
に
も
め
る
。

（
52
）　
賴
山
陽
「
答
小
埜
泉
藏
論
詩
律
書
」、『
山
陽
遺
稿
文
』（
早
稻
田
大
學
圖
書
館
藏
、

天
保
十
二
年
〔
一
八
四
一
〕
刊
本
）
卷
一
、
七
丁
表
。

（
53
）　
江
戶
後
期
に
お
け
る
聲
律
論
、
例
え
ば
『
唐
詩
平
側
考
』『
滄
溟
近
體
聲
律
考
』

『
全
唐
聲
律
論
』
に
は
い
ず
れ
も
本
書
の
强
い
影
响
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
な

分
析
は
紙
幅
の
關
係
で
別
稿
に
讓
る
。

（
54
）　
兪
樾
編
、
曹
昇
之
他
點
校
『
東
瀛
詩
選
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
六
年
三
⺼
）
三

頁
。

（
55
）　
郭
穎
『
漢
詩
與
和
習
―
從
『
東
瀛
詩
選
』
到
日
本
的
詩
歌
自
覺
』（
廈
門
大
學

出
版
社
、
二
〇
一
三
年
五
⺼
）
三
一
～
三
七
頁
。

（
56
）　
高
島
要
『
東
瀛
詩
選
本
文
と
總
索
引
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
七
年
二
⺼
）
一
七

九
、
二
〇
七
、
二
二
六
頁
。

（
57
）　『
詩
律
兆
』
水
田
紀
久
解
說
（『
日
本
古
典
文
學
大
辭
典
』
第
三
卷
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
四
年
四
⺼
）
四
四
五
頁
。

（
58
）　
黃
節
著
、
韓
嘉
祥
整
理
『
黃
節
詩
學
詩
律
講
義
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇

七
年
二
⺼
）。

（
59
）　『
黃
節
詩
學
詩
律
講
義
』（
同
㊟
（
58
））
六
五
頁
。

（
60
）　『
黃
節
詩
學
詩
律
講
義
』（
同
㊟
（
58
））
一
二
四
頁
。
な
お
、
本
書
の
平
仄
圖
に

つ
い
て
は
、
○
は
平
、
□
は
仄
、
▽
は
平
仄
兩
用
を
表
示
す
る
。

（
61
）　
黃
節
の
執
筆
時
期
に
は
既
に
『
詩
律
兆
』
を
收
め
る
『
日
本
詩
話
叢
書
』（
同
㊟

（
51
））
第
十
卷
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
活
字
本
で
讀
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。

［
附
記
］
本
稿
は
中
國
國
家
留
學
基
金
Ｃ
Ｓ
Ｃ
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


